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よ い ち の 人 口
 令和２年８月３１日現在　　人　口　18,352 人　      （＋    4）

　　男　性 　   8,552 人　     （＋    9）
　　女　性　  9,800 人　   （—    5）
　　世帯数　   9,828 世帯    （＋　2）

転 入　  49 人
転 出　  31 人
出 生　   ８人
死 亡　  21 人

●異動の内訳●

※カッコ（  ）内の数字は前月比
　平成２７年国勢調査（確定値）
　人　口　19,607 人　世帯数　8,769 世帯　

（順不同、敬称略、金額や氏名など寄附者の希望に
　より掲載をしない場合があります。）

ご寄附に感謝

●沢町小学校備品として
・富沢第４地区子ども会　
　　     　　　　サーキュレーター７台及び掃除機３台

●町内小学校の児童(３年生)へ
・札幌地区測量設計協会札樽若力会会員 
　(有)大野測量　
　　　文具セット(定規・コンパス)(85,000円相当)

　【税務課からのお知らせ】

夜間集合徴収所をご利用ください！

北海道と共同催告を実施します！

固 定 資 産 税　３期 １０月２６日（月）

納期限～今月の税～

　納付書が見当たらない場合は？

国民健康保険税　４期

　問合せ　税務課 納税グループ　☎２１－２１１６

●東中学校の衛生管理用備品として
・松見電機　
　　　　　　　　　　　　　　　　　扇風機　５台

労働者個人と使用者の間でトラブ
ルになってしまったら

　北海道労働委員会では、退職の強要や賃金の引き下
げ、各種ハラスメントなど、労働者個人と使用者の間
で発生した労働問題に関するトラブルについて、その
解決を支援する「個別的労使紛争のあっせん」を行っ
ています。
　専門知識や経験を持つ「あっせん員」が双方から話
を聞き、必要なアドバイスをして解決を目指します。
　　　　[申請無料・秘密厳守・迅速対応 ]
　札幌近郊以外の方には、現地に出向いて申請受付や
あっせんを行います。お気軽にご相談ください。
ホームページURL
　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/rd/sms/
●一般の労働相談は道の「労働相談ホットライン」
　　（フリーダイヤル）☎０１２０－８１－６１０５
　　月～金曜日　１７：００～２０：００
　　　　土曜日　１３：００～１６：００
　　　　　　　　　　　　　（祝日、年末年始を除く）
　※社会保険労務士が対応します。
●「あっせん」窓口（相談・申請）
　　北海道労働委員会事務局調整課
　　　　　　　　☎０１１－２０４－５６６７（直通）
　　月～金曜日　８：４５～１７：３０
　　　　　　　　　　　　　（祝日、年末年始を除く）
住所　〒０６０－８５８８
　　　札幌市中央区北３条西７丁目　道庁別館１０階

日時　10月 26日（月）　17：30～ 19：00
場所　・役場１階税務課窓口
　　　・福祉センター本館（富沢町）
　　　納付書を持参のうえ、お越しください。
　　　納税相談も実施しております。

　本町では、滞納整理強化のため、町道民税を納付さ
れていない方に対して、北海道との連携により催告書
の発送を行います。送付された方につきましては、指
定期日までに必ず完納するようお願いします。期日ま
でに完納されない方については、法律に基づき、滞納
処分（預金、給与、不動産等の差押）となる場合があ
ります。

　納付書は役場で再発行することができます。納付書
が見当たらない場合は、速やかに税務課納税グルー
プにご連絡ください。すぐに再発行して、ご自宅に郵
送いたします。また、道外にお住まいの方には道外の
郵便局またはコンビニで使用できる納付書を郵送しま
す。
どうしても納期限までに納付できない場合は？

　税金は納期限までに納付することになっています
が、病気や収入の減少等の事情がある場合には、分割
による納付など、個々の実情に応じた納税相談も受け
ています。なお、新型コロナウイルスにより納付が困
難な場合については微収猶予（特例制度）を受けられ
る場合があります。詳しくは税務課納税グループにご
相談ください。


